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地 方 自 治 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 ９ 項 の 規 定 に よ

り 、 高 知 県 知 事 等 宛 て 報 告 を 行 っ た と こ ろ 、 高 知 県 知 事 か ら 措 置

結 果 に つ い て 通 知 が あ っ た の で 、 同 条 第 14項 の 規 定 に よ り 、 次 の

と お り 公 表 す る 。

令 和 ７ 年 ４ 月 30日

高 知 県 監 査 委 員

６ 高 行 管 第 607号

令 和 ７ 年 ３ 月 31日

高 知 県 監 査 委 員 様

高 知 県 知 事

定 期 監 査 の 結 果 に 対 す る 措 置 結 果 に つ い て （ 通 知 ）

令 和 ７ 年 ２ 月 18日 付 け ６ 高 監 報 第 13号 で 報 告 の あ り ま し た う え

の こ と に つ い て 、 指 摘 事 項 の あ っ た 機 関 か ら の 措 置 状 況 の 報 告 を

も と に 、 地 方 自 治 法 第 199条 第 14項 の 規 定 に よ り 下 記 の と お り 通

知 し ま す 。

記

第 １ 意 見 に お い て 措 置 を 求 め ら れ た も の

１ 意 見

今 回 明 ら か に な っ た 事 務 処 理 の 誤 り の 多 く は 、 担 当 者 の 会

計 事 務 に 対 す る 確 認 不 足 や 知 識 不 足 と 、 決 裁 の 過 程 で 上 司 が

そ の 誤 り を 是 正 で き て い な い こ と に 起 因 し て い る 。

事 務 処 理 に 当 た っ て は 、 担 当 者 は そ の 根 拠 を 自 ら 確 認 し 行

う と と も に 、 管 理 職 員 も 十 分 に 注 意 し て 決 裁 等 の 事 務 を 行 わ

れ た い 。 ま た 、 よ り 実 効 性 の 高 い 再 発 防 止 策 を 検 討 す る な

ど 、 財 務 事 務 の 適 正 な 執 行 に 努 め ら れ た い 。

２ 意 見 に 対 す る 措 置 状 況

会 計 専 門 員 に よ る 定 期 的 な 訪 問 支 援 等 を 通 じ て 、 会 計 事 務

の 基 本 と な る 法 的 根 拠 等 に 基 づ い た 考 え 方 の 習 得 に 向 け て 指

導 を 行 う と と も に 、 会 計 事 務 の 基 礎 研 修 や 、 実 務 研 修 の 実 施

に よ り 、 職 員 が 会 計 事 務 へ の 理 解 を 深 め 、 知 識 の 向 上 を 図 る

こ と が で き る よ う 引 き 続 き 取 り 組 み ま す 。

ま た 、 各 所 属 の 決 裁 過 程 で チ ェ ッ ク の 要 と な る 次 長 等 や 会

計 事 務 に 関 し 担 当 者 へ の 指 導 を 中 心 と な っ て 行 う チ ー フ に 対

し 、 会 計 事 務 に 関 す る Ｏ Ｊ Ｔ の 重 要 性 を 意 識 づ け る 研 修 を 行

う と と も に 、 所 属 か ら の 依 頼 に 応 じ た 出 前 研 修 の 実 施 に よ

り 、 組 織 と し て の チ ェ ッ ク 機 能 の 強 化 を 図 り ま す 。

さ ら に 、 現 在 取 り 組 ん で い る 財 務 会 計 シ ス テ ム の 再 構 築 の

中 で 、 人 為 的 ミ ス 防 止 機 能 の 拡 充 と と も に 事 務 の 効 率 化 ・ 簡

素 化 を 図 る こ と に よ り 、 事 務 処 理 の 誤 り が 生 じ に く い 仕 組 み

づ く り に 引 き 続 き 取 り 組 ん で ま い り ま す 。

第 ２ 指 摘 事 項 の 該 当 機 関



１ 商 工 労 働 部 海 洋 深 層 水 研 究 所

(１ ) 指 摘 事 項

三 津 団 地 送 水 ポ ン プ 取 替 修 繕 業 務 契 約 に お い て 、 検 査 調

書 を 作 成 し て い な か っ た 。

こ れ は 、 検 査 職 員 は 、 検 査 を 完 了 し た 場 合 に お い て は 、

検 査 調 書 を 作 成 し 、 関 係 の 契 約 担 当 者 に 提 出 し な け れ ば な

ら な い と 定 め た 、 高 知 県 契 約 規 則 （ 昭 和 39年 高 知 県 規 則 第

12号 ） 第 53条 の 規 定 に 反 す る 不 適 切 な 事 務 処 理 で あ る 。

再 発 防 止 に 向 け 必 要 な 措 置 を 講 じ ら れ た い 。

(２ ) 原 因 又 は 理 由

当 該 修 繕 （ 264万 円 ） は 、 契 約 書 を 作 成 し て お り 、 検 査

調 書 の 作 成 が 必 要 な 契 約 に 該 当 す る も の で す が 、 検 査 職 員

の 認 識 誤 り か ら 、 検 認 表 示 に よ り 事 務 処 理 を 行 っ て し ま っ

た も の で す 。

(３ ) 措 置 状 況

指 摘 を 受 け 、 再 発 防 止 の た め 、 所 属 全 体 に 会 計 事 務 の 重

要 性 に つ い て 再 度 周 知 す る と と も に 、 出 納 員 （ チ ー フ ） は

会 計 事 務 処 理 に 不 慣 れ で あ る 事 を 十 分 認 識 し 、 規 則 の 確 認

と 会 計 専 門 員 へ の 相 談 を 適 宜 行 う こ と を 徹 底 し ま し た 。

そ の 上 で 、 今 後 は 、 会 計 事 務 処 理 を 行 う 際 に は 、 担 当 者

が 決 裁 文 書 に 会 計 事 務 処 理 フ ロ ー を 必 ず 添 付 す る こ と と

し 、 出 納 員 及 び 所 長 に よ る ダ ブ ル チ ェ ッ ク を 徹 底 す る こ と

と い た し ま す 。

ま た 、 所 長 が 契 約 事 務 の 重 要 性 を 再 認 識 し 、 よ り 一 層 の

注 意 を 払 い 、 所 属 長 と し て の 事 務 を 行 っ て ま い り ま す 。

２ 土 木 部 中 央 西 土 木 事 務 所

(１ ) 指 摘 事 項

河 川 占 用 許 可 に お い て 、 収 入 調 定 を 行 っ て い な か っ た 。

こ れ は 、 歳 入 徴 収 者 が 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22年 政 令

第 16号 ） 第 154条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 歳 入 の 調 定 を し よ う

と す る と き は 、 当 該 歳 入 に 係 る 法 令 、 契 約 書 そ の 他 の 関 係

書 類 に 基 づ い て 、 速 や か に 行 わ な け れ ば な ら な い と 定 め

た 、 高 知 県 会 計 規 則 （ 平 成 ４ 年 高 知 県 規 則 第 ２ 号 ） 第 22条

の 規 定 に 反 す る 不 適 切 な 事 務 処 理 で あ る 。

速 や か に 是 正 措 置 を 講 じ る と と も に 、 再 発 防 止 に 向 け 必

要 な 措 置 を 講 じ ら れ た い 。

(２ ) 原 因 又 は 理 由

河 川 法 第 24条 に 係 る 四 国 地 方 整 備 局 の 許 可 案 件 に つ い て

は 、 河 川 課 か ら の 通 知 を 受 け て 収 入 調 定 を 行 う べ き と こ

ろ 、 河 川 占 用 台 帳 へ の 記 載 や 内 容 更 新 を 怠 っ た た め 、 占 用

料 に 係 る 収 入 調 定 事 務 を 失 念 し て い た も の で す 。

河 川 課 か ら 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 付 け で 、 適 正 な 徴 収 事 務 を

徹 底 す る よ う 通 知 が あ っ た こ と を 受 け 、 令 和 ６ 年 度 の 許 可

案 件 に つ い て は 適 切 に 処 理 し て い ま し た が 、 過 年 度 分 に

遡 っ て の 確 認 が 不 十 分 で し た 。



(３ ) 措 置 状 況

本 事 案 発 覚 後 、 許 可 内 容 の 確 認 を 行 い 、 占 用 者 へ の 説 明

を 行 っ た う え で 、 令 和 ７ 年 ３ 月 ４ 日 付 け 収 入 調 定 に よ り 納

入 通 知 書 を 発 付 し ま し た 。

本 事 案 に つ い て は 、 河 川 課 か ら の 通 知 文 書 に つ い て 、 河

川 占 用 台 帳 へ 反 映 さ れ て い な か っ た こ と が 発 生 の 要 因 と

な っ た こ と か ら 、 河 川 課 通 知 の 確 認 を 行 う 際 に 用 い る 管 理

簿 を 監 査 後 に 新 た に 設 け 、 河 川 占 用 台 帳 へ の 反 映 を 徹 底 し

ま し た 。 ま た 、 管 理 簿 デ ー タ の 共 有 を 行 い 、 チ ー フ 、 課 長

が 随 時 確 認 す る こ と と し ま し た 。

な お 、 本 事 案 の 共 有 を 含 む 勉 強 会 を 令 和 ７ 年 ２ 月 18日 に

開 催 し 、 適 正 な 債 権 管 理 の 徹 底 を 図 り ま し た 。

今 後 は 、 現 在 、 紙 媒 体 で 作 成 し て い る 河 川 占 用 台 帳 の 電

子 化 を 図 る こ と で 情 報 共 有 を 徹 底 し 、 調 定 漏 れ の 再 発 防 止

に 努 め ま す 。


